
事例５　 採用面接で法や指針に抵触するおそれのある質問をされた場合
てい しょく
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父親の仕事等、私の適
性と能力に関係のない
ことを聞かれました。

どういう質問だった
か、詳しく覚えていま
すか。

面接で聞かれたことは
記録しています。

分かりました。それで
は、聞き取った内容と
記録をもとに東京都（※
２）に通報しましょう。

ところで、君のお父さ
んは何の仕事をしてい
るのかな。

えっ、そのようなこと
をおたずねになるんで
すか。

たしか、これは聞いたら
いけない質問だよね。

法や指針（※１）に抵触す
るおそれがある話だって先
生が言っていた記憶があ
る。先生に相談しよう。

ていしょく

14

8 アルバイトをするうえで知っておいて
ほしいこと

生徒のみなさんの中には、アルバイトをしている人もいるでしょう。アルバ
イトをするときには、労働時間・賃

ちんぎん
金・休

きゅう
暇
か

などについて知っておいてほしい
ことがあります。

●無理なシフトや深夜労働・長時間労働は断ることができる

決められた時間・曜日を無視した無理なシフトを強いられた場合は、まずあなたの労
ろうどう

働条
じょう

件
けん

を
確認しましょう。決まっている労

ろうどう
働条

じょう
件
けん

と異なっていた場合は、きっぱりと断ることが大切です。
また、学校行事などやむを得ない予定が入ったときも、あきらめずに一度店長等に相談しましょう。

また、会社は、18 歳未満の人に深夜労働（午後 10 時から翌日午前５時まで）をさせることは
できません。原則として時間外や休日（７ページ）に働かせることもできません。

●給与明細の確認を（15 ページをみてください）

給与明細をもらったら、働いた時間分の給料がきちんと支払われているか確認の上、明細を保
管しておきましょう。法律では、現金で・直接・全額を・一定期日に・毎月一回以上払うことが
義務づけられています（賃

ちんぎん
金支払いの５原則）。制服代などの名目で一方的に差し引かれるなど、

払われていない分の給料があれば請求しましょう。

●有
ゆう

給
きゅう

休
きゅう

暇
か

はアルバイトにもある

週１日のアルバイトであっても、６か月継続して働いていて、働かなければならない日の８割
以上出勤していれば、有

ゆう
給
きゅう

休
きゅう

暇
か

（給料がもらえる休み）を取得することができます。

●アルバイト中にケガをしてしまったら

仕事中に、仕事が原因で起きたケガであれば、アルバイトであっても、治療費は労災保険から
支払われます。

●「明日から来るな」と言われたら

アルバイトであっても、解
かい

雇
こ

には理由が必要です。まずは解
かい

雇
こ

の理由を聞いてみましょう。
なお、働く期間が決まっている場合は、その期間中に解

かい
雇
こ

することは原則としてできません。
自分の仕事に責任を持ち、学業とうまく両立しながらアルバイトをしましょう。

〈東京都作成の労
ろうどうほう

働法関係資料のダウンロードサイト〉
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/index.html

アルバイトをしていて困ったり、不安なことがあったりしたら、労
ろうどうそうだん

働相談情
じょう

報
ほう

センター（裏表紙）
へ相談しましょう。




